
仕  様  書 

 

１ 件  名  輸液ポンプ・シリンジポンプの借入れ 

 

２ 借入期間  平成 31年 4月 1日から平成 37年 3月 31日まで（72ヵ月） 

 

３ 借入場所  東京都健康長寿医療センター 東京都板橋区栄町 35番 2号 

 

４ 品名・数量 

(1)輸液ポンプ 

①テルフュージョン輸液ポンプ TE-281A （テルモ株式会社製） 350台 

(2)シリンジポンプ 

 ①テルフュージョンシリンジポンプ 35型 TE-351（テルモ株式会社製） 200台 

②テルフュージョンシリンジポンプ 35型 TE-352（テルモ株式会社製）  10台 

 ③テルフュージョンシリンジポンプ SS型 3TCI TE-SS835T（テルモ株式会社製） 10台 

 ④テルフュージョン小型シリンジポンプ TE-361PCA（テルモ株式会社製）25台 

 

 ※詳細は、別紙特記仕様書のとおり 

 

５ 装置の概要及び設置条件等 

 (1) 各機器は日本国の関係法令に基づき、医療承認を受けていること。 

 (2) 委託者の指定する場所へ納入及び設置するものとし、その経費（運搬、据付、配線、配管、納

入機器の調整）については、受託者の負担とする。また、納品及び設置に際しては、必要な養生

等を行い、委託者及び第三者に損害を与えることのないようにすること。撤去に関する費用につ

いても、受託者の負担とすること。 

 (3) 各機器の製造元発行の所定の保証書を提出すること。また、納品時には、納入機器に関する操

作方法・維持管理方法等必要事項の説明及び指導を行い、取扱説明書を必ず提出すること。 

 (4) 無償保証期間は、納入後 1年間とする。また、借入期間中の機器破損時の損害を補償するため、

各機器には動産総合保険等を付保すること。なお、保守については、本契約には含まない。 

(5) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）」及びその他法令の規定に基づき、次の事

項を遵守し、環境により良い自動車利用を行うこと。 

  ① ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する

特別措置法（平成 4年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 

  ③ 低公害・低燃費な自動車に努めること。 



なお、適合確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明

書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

６ 支払方法 

毎月払いとする。 

 

７ 秘密保持 

 (1) 業務を行うに当たって、知り得た医療上、技術上の情報を契約履行の目的以外には 

使用してはならない。 

 (2) 個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱に関する特記事項」による。 

 

８ その他 

(1) 本仕様書に定めのない事項及び不明な点については、センター職員と協議のうえ、 

決定すること。 

 (2) 契約締結後、「機器内訳別契約金額」を作成して提出すること。 

 

【担当】東京都健康長寿医療センター 総務課 契約管財係 

電話 03-3964-1141（代） 


